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　「緊急避難支援事業」での夜間移送が困難な場合、被害
者へ宿泊費の支援可能な場合は相談支援センターへの受
入れが決定したケースのみである。夜間、相談者が警察へ
一時保護を求めた場合、県内市町村で一時保護を求めた
被害者に対し、宿泊費の支援が可能になるよう、各市町
村へ県からの働きかけをしていくことも必要なのではな
いか？　現在、いわき市ではNPO法人いわきふれあいサ
ポートで、夜間、保護したケースについては年間でそのホ
テルの利用料金の補助をしている。相談者自身も支援セ
ンターを利用するまでの決心がつかなかったり、一時避
難の決心が揺らいだりすることも多く、そのためにも女
性相談員へ相談前の緊急的な対応ケースについてはホテ
ル等の費用を各市町村が負担するようになれば、相談者
にとってもこれからのことを安心して考えられる時間に
なるのではないか。このような対応が可能になるために
も、せめて女性相談員設置市へDVセンターの早期設置を
働き掛ける必要があるのではないか。今後、女性支援新
法が令和6年4月より施行されれば、DV被害者だけでは
なく、困難な問題を抱える女性への支援も必要となり、地
域で対応できる体制の整備が課題となるのではないか。

児童家庭課

　御指摘のとおり、いわき市の緊急一時避難支援事業に
おける、NPO法人いわきふれあいサポートが夜間保護を
した際の宿泊費補助の取り組みは認識している。
女性支援新法第１３条第２項では、市町村は民間の団体
と協働して、支援に関する業務を行うことができるとさ
れているため、国の動向を踏まえながら、対応について
市町村と協議していきたい。
また、女性相談員設置市におけるDVセンター設置につ
いても、引き続き働きかけを行っていく。
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